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●

議
案
第
二
十
四
号

三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
､
本
議
会
の
譲
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
1
1
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

田

　

真

一

　

郎

滑
空
八
毒
草
婆
月
せ
弐
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
艶
金
級
長
名
盤
典
由

′
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,
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三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
四
年
三
朝
町
条
例

等
一
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
桑
に
次
の
1
項
を
加
え
る
｡

2
　
教
育
委
員
会
は
,
体
育
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
,
そ
の
蒜
又
は
全
部
を
個
人
及
び
団
体

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
,
委
託
を
受
け
た
者
は
､
教
育
委
員
会

と
常
時
緊
密
な
連
絡
を
と
り
､
善
良
な
る
管
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

第
五
粂
第
二
項
中
｢
教
育
長
｣
を
｢
教
育
委
員
会
｣
に
改
め
る
｡
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別
表
二
を
次
の
と
お
り
改
め
る
｡

別
表
二
　
(
第
六
粂
関
係
)

照
明
使
用
料

1

附

　

　

則

こ
の
条
例
は
,
頂
和
六
十
1
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡


